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Ⅰ．研究の目的と背景：農村のソーシャル
　　キャピタルと農村の活性化

農村部では人的資源や社会インフラ、さらには資金的
の面から都市部に比べ、雇用や経済発展のための資源が
乏しい。しかしながら他方で、資源的な条件のひとつと
して、農村社会には豊富なソーシャルキャピタルが存在
していることが複数の既存研究によって指摘されてい
る。Hofferth & Iceland（1998）は都市と農村におけるソー
シャルキャピタルを比較分析し、農村では都市と比べ親
族ベースでの社会的交換が行なわれていることを明ら
かにしている。Beaudoin & Thorson（2004）の調査では、
農村では都市に比べて、コミュニティや対人関係への信
頼や、アソシエーション所属、近隣関係が有意に高くみ
られた。日本社会を対象とした研究でも、例えば鷲見
（2010）の新潟県十日町地域の調査によれば、山間地の
住民のほうが平地よりも、地域活動への参加度は「積極
的」 である程度が高かった。さらに地理条件別にその割
合をみると「積極的」と回答した割合は、平地の住民が
15%だったのに対して、山間地の住民が 28%と 2倍近
く開きがあった。また農林水産省（2007）では、農業地
域や農家の特徴・属性とソーシャルキャピタルの水準と
の関係を分析し ,年齢が高い者のほうが地域への信頼度
が高く、農業関係者のほうが近所づきあい等のネット
ワークが強く、また集落内の農業関連共同活動や互助的
共同活動（地縁的な自治会活動など）への参加が高いこ
とを明らかにしている。
とりわけ、日本社会に特有ともいえる農村地域での諸
諸のアソシエーション活動の活発さは、こうした農村地
域におけるソーシャルキャピタル蓄積の背景となって

いると考えられる。例えば、町内会・自治会を中心とし
た近隣住民組織（neighborhood associations）の活動が
ある。Pekkanen（2006=2008）はそれらこそが日本の市
民社会のソーシャルキャピタル醸成の源泉であると述
べている。第二に、農業協同組合（JA）の部会活動で
ある。櫻井（2011）は、「農協自体は、集落を基礎に組
織されてきており、集落自治が基本にあったことから、
社会的経済が成立するうえでの基礎となる人と人の関
係を前提としていた」（140 ページ）と指摘している。
JAが地域で組織した女性部が、地域活性化のビジネス
へと発展するケースも多い。第三に、公民館を中心とし
た社会教育活動である。公民館は社会教育法で唯一定め
られている社会教育施設であり、地域において、定期的
な講座を開いたり、住民の集会や学習活動やサークル活
動の拠点となる施設である。市町村が設置し、その多く
では職員が配置されている。2002 年 10 月の時点で全国
で 1万 8819 館の公民館が存在し、5万 7907 人の職員が
勤務している（類似施設を含む）。
こうした豊富なソーシャルキャピタルは地域の発展
にどのように貢献するのであろうか。途上国の地域開発
（community deveropment）に関わる研究では、地域に
蓄積されたソーシャルキャピタルが活用されることに
よって、開発プロジェクトやその公共財の維持管理が成
功するとする論考が複数みられる（Krishna & Uphoff, 

2002; Isham & Kahkonen, 2002; Pargal, et al., 2002）。ま
た、地域の住民が地域開発プロジェクトに直接参加する
ことによって、当事者の満足が高まることも指摘されて
いる（Prokopy, 2005）。日本においても同様の分析はな
されている。國光（2007）は、地域活性化においては、
住民活動の根底にあるソーシャルキャピタルや社会資

Ⅰ．  研究の目的と背景：農村のソーシャルキャピタルと
農村の活性化

Ⅱ．研究の方法
Ⅲ．調査結果

論　文

農村活性型社会的企業の起業とソーシャルキャピタル

桜　井　政　成



－ 30 －

政策科学　20 － 1，Oct. 2012

本整備が要因としてプラスに影響し、住民満足度や定住
指標が活性化の結果として向上することを定量的に明ら
かにしている。
さらに、日本のコミュニティビジネス研究では、農村
部の豊富なソーシャルキャピタルの活用がその成功要因
であるという指摘がある（石田 , 2008 など）。農村部の
経済活性化と雇用の促進は重大な課題である。その農村
部における問題に対して、住民が主体的に取り組むコ
ミュニティビジネスは、社会的企業の一形態として日本
において特徴的であると言える（Laratta et al., 2011）。
鈴木（2006）は、豊かなソーシャルキャピタルの働きに
よる強い社会的なつながりがあってこそ、そこからコ
ミュニティビジネスが生まれるケースと、 コミュニティ
ビジネスが生まれることによって、結果、 強い社会的な
つながりが生まれ、 ソーシャルキャピタルが醸成される
ケースとの二つの側面がある、と述べ、社会的企業の発
展にソーシャルキャピタルが重要な役割を果たしている
可能性に言及している。Birch & Whittam（2008）も、サー
ドセクターはソーシャルキャピタルを促進することが、
地域開発におけるひとつの重要な役割であるとしてい
る。ヨーロッパでは労働包摂を目的とした社会的企業に
おいては、その 60％近くはマルチ・ステイクホルダー
モデルのガバナンス構造を有している。ステイクホル
ダーの種類としては、ユーザー、ボランティア、常勤職
員、参加者、企業、行政機関、他の NPOなどである。
このため、それだけ多様なチャネルから資源を得られる
ソーシャルキャピタルを有しているとともに、多様な組
織から影響を受ける存在でもあるとされている（Hulgard 

& Spear, 2006）。
しかしながら他方で、ソーシャルキャピタルには負の
側面（ダークサイド）があることが様々な研究で指摘さ
れている。Portes & Landolt（1996）は、ソーシャルキャ
ピタルを「ネットワークやそのほかの社会構造の成因を
通じて利益を維持する能力」と定義し、そこには否定的
（negative）なソーシャルキャピタルが存在することも
論じている。彼らは、ゲットー地域では相当なソーシャ
ルキャピタルが存在しているが、しかしその蓄積によっ
て彼らが貧困を克服するのを可能にすることはめったに
ないと述べる（p.20）。そうしたソーシャルキャピタル
の負の側面の類型として、1）外部者の排除、2）個人の
自由の制限、3）集団成員の過度の要求、4）規範水準の
押し下げ（downward leveling norms）をあげている。

また、ソーシャルキャピタルは社会の構成員に均一に
有するものではなく、階層やジェンダーといった、当該
社会内外の権力構造にも、その獲得と維持は規定される
ものであることが指摘されている（Putzel, 1997; Lin, 

2001=2008）。とりわけ女性は農村部では夫や家族に気
兼ねをしながら生活を送っており（山下他 , 2006）、社
会的に幅広いソーシャルキャピタルを築きにくい可能性
がある。また、ソーシャルキャピタルの構造には次の二
種類があるとされている。それはボンディング型（また
は結束型）（bonding social capital）とブリッジング型（ま
たは橋渡し型）（bridging social capital）である。ボンディ
ング型とは「内向き（のネットワーク）で、排他的なア
イデンティティと同質的なグループを強化する傾向にあ
る」とされる。一方、ブリッジング型は開かれたネット
ワークであり、「外向きの視点で、さまざまな社会の谷
間を橋渡しする」ものとされている（Putnam, 

2000=2006: p.22）。Narayan（1999）によれば、ボンディ
ング型が強い地域では特定の特権的グループに資源が偏
りがちであり、マイノリティは疎外されるとしている。
このように見ていくと、社会的企業などが、地域を活
性化する取り組みにおいては、地域のソーシャルキャピ
タルを活用すると共に、Portes（1998）が指摘するよう
なその負の側面についても注目し、そしてそれに適切に
対処するべきであることが示唆される。しかしながら、
そうしたソーシャルキャピタルの負の側面に注目し、社
会的企業による地域活性化における課題とその克服のあ
り方について明らかにした研究はほとんどない。本研究
ではこうした問題意識により、農村地域のソーシャル
キャピタルについて、そのポジティブな側面だけでなく、
ネガティブな側面についても注目し、それが、地域を活
性化する目的により設立された社会的企業の起業・発展
のプロセスにおいて影響をいかに与えているかについて
分析を行う。

Ⅱ．研究の方法

1．農村活性型社会的企業の定義
本研究でとり扱う農村活性型社会的企業を定義づける
ために、ふれておきたいのが、WISE（Work Integration 

Social Enterprise；労働包括型社会的企業）概念とそれ
に基づく研究成果である。ヨーロッパ各国やイギリスで
は、80 年代の「福祉国家の危機」以降、「福祉から雇用へ」
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の政策的方向付けがなされた。そうした状況下で、排除
されがちな人びとの就労支援を行う主体として存在感を
増してきたのがWISEである。WISEとは、労働市場か
ら排除されるリスクをもった人びとに対し、生産活動へ
の参加を通じて、労働機会の提供、または雇用を伴った
職業訓練をおこなう社会的企業のことである（Defoury 

& Nyssens, 2006: 13）。2001 年から 2004 年にかけてヨー
ロッパの社会的企業研究者ネットワーク（the EMES 

European Research Network）によって、EU内 11 ヶ国
の 150 のWISEを対象に調査が行われ、その結果がまと
められている（Defoury & Nyssens, 2006）。EMESでは
社会的企業の「理念型」を次のように定義している
（Defourny, 2001: pp.16-18：邦訳、pp.26-29）。それは、１）
財・サービスの生産・供給の継続的活動、２）高度の自
律性、３）高い経済的リスク、４）最小限の有給職員、５）
コミュニティへの貢献という明確な目的、６）市民グルー
プが設立する組織、７）資本所有に基づかない意思決定、
８）活動によって影響を受ける人々による参加、９）利
潤分配の制限、である。また、ヨーロッパでは主として
社会的企業を、対人サービス（雇用創出・訓練を含む）
に取り組む組織に注目しているという特徴がある（以下、
本研究での社会的企業の定義はこれに沿うことにする）。
社会的企業自体はヨーロッパでも国によって様々なタイ
プが存在するが、WISEは幅広くヨーロッパ全域で見ら
れる形態である。

WISEはヨーロッパでは次のような排除されやすい人
びとの就労支援を行っている（Davister et al., 2004）。第
一に、重大な社会的課題を抱えた求職者である。ここに
は二種類の人びとが含まれる。まず、身体・知的・精神
障害者を対象とするWISEがある。障害者へのサービス
を行うWISEはもっとも広範にみられるタイプであると
されている。他方で、アルコールやドラッグ依存、深刻
な家族の問題、保護観察中や刑務所出所後の者などを対
象とする組織も存在している。第二に「配置が難しい」
および／または 長期間求職中の者である。たとえばフィ
ンランドでは労働者協同組合は長期失業中の者（特に
35 歳以上）の新たな職場づくりとして設立されている。
第三に若年の、早い時期での学校中退したりして技術・
資格を持たない求職者である。ベルギーの若者への OJT

（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）組織や、イギリス
の中間的労働市場組織といった形態がそれに当てはま
る。第四に少数派（とくに少数民族・人種）の求職者で

ある。イギリスの労働者協同組合では、外国人マイノリ
ティや女性を多く雇用している例がある。そして最後に、
女性求職者である。フランスの近隣住民企業
(neighborhood enterprise)では問題を抱えた者を雇用し
ているが、その多くは女性であり、地域的な仕事（公園
管理やビルメンテナンス）を行っている。
日本でもこうしたWISEと呼べるような事例は多数存
在している。1970 年代以降に全国に広がった、中・重
度の知的障害者の働く権利を保障するために労働の場確
保を目指した共同作業所（運動）は、日本を代表する
WISEの一形態であるといえるだろう。この共同作業所
運動は近年、精神障害者にもその対象を拡大させている。
また近年では、若者無業者・フリーターへの就労支援が
政策的課題となっているが、そこでも社会的企業は活躍
している。とりわけ、社会的ひきこもりや不登校の若者
といった就職から「遠い」層への支援は、行政機関や民
間企業に比して NPOが集中して取り組んでいる対象で
ある（小杉・堀 , 2003）。
こうしたWISEの性質は、本稿で論じる農村活性化社
会的企業の概念化においておおいに参考となると考え
る。すなわち、労働市場から排除されがちな特定のコミュ
ニティ（とりわけ、一集落のように地理的に限定された
コミュニティ）において、生産活動への参加を通じて、
労働機会の提供、または雇用を伴った職業訓練をおこな
う社会的企業を農村活性型社会的企業と呼ぶことができ
るだろう。日本の労働者協同組合研究において、石見
（1996a, 1996b）は、早くから農業の共同経営にも目配り
し、企業数や種類など量的な面も含めて動向を分析して
いた数少ない論者である。石見は、農村型の労働者協同
組合は、日本農村の協同の風土の上に成り立っているこ
とを指摘し、欧米の労働者協同組合を外見的に模倣する
風潮を批判している（石見 , 1996a）。
このように、農村活性型社会的企業とは労働市場で深
刻な困難に直面する地域に対する包摂を主たる目的とし
た経済主体（社会的企業）と位置付けることができる。
しかしながら、ヨーロッパの社会的企業概念定義を厳密
に適用すると、全体像が把握できなくなる恐れがある。
日本の社会的企業には営利企業が多く含まれるためであ
る（Laratta et al., 2011）。このため、EMESの研究者た
ちが定義している社会的企業の社会的基準の一つであ
る、資本の所有を基盤としない意思決定や利潤最大化を
目的とする組織は排除するといった基準はそのまま適用
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することは難しい。したがって留保事項として、営利企
業の場合には資本の所有形態などに配慮し、地域住民な
どのステイクホルダーの意思が経営に反映されるかどう
かを考慮することとしたい。

2．日本における農村活性型社会的企業の概況
次に日本における農村活性型社会的企業がどのような
状況にあるのかを、「コミュニティビジネス」を対象と
した調査から読み取ってみたい。コミュニティビジネス
の概念的定義は様々であって統一されたものはない。そ
こで、コミュニティビジネスを対象とした調査を注意深
く選定することによって、本研究が農村活性型社会的企
業と呼びたい組織群について、その概略を把握すること
ができると考える。
参考となる調査は、財団法人 地域活性化センター

（2005）『コミュニティビジネスとコミュニティの再生に
ついて調査研究報告書』である。この研究で行われたア
ンケート調査は、全国の地方公共団体からの紹介及び地
方公共団体や関係機関のホームページから収集したコ
ミュニティビジネス実践団体（854 団体）に対して行わ
れている。そしてそこでのコミュニティビジネスの定義
は次の通りとなっている。すなわち、「コミュニティビ
ジネスとは、（1）地域の住民が主体となり、（2）ビジネ
スの手法を活用しながら（3）地域の課題解決に取り組み、
（4）地域を活性化する事業」である。これ自体は、本研
究での農村活性型社会的企業の定義とそれほど齟齬はな
いが、しかし農村地域の雇用・経済の活性化を主として
実施する事業体に絞った調査ではない。そのため、同調
査報告書にて、活動拠点を「町村部」におく団体のみを
分析した箇所のみを参照し、農村活性化社会的企業の概
要に迫りたい。
同調査によると、町村部のコミュニティビジネスは市
部のそれに比べ、次のような特徴を有していた。まず、
組織形態（法人格）でみると、町村部は「任意団体」の
回答率がもっとも高く 40%弱を占めていた。これは町
村部は市部に比べ、組織規模の小さな団体が多いことを
示唆しているだろう。また、町村部は「協同組合」の回
答率が相対的に大きく、「NPO 法人」の回答率が顕著に
小さかった。町村部は、NPO 法人という当時新しかっ
た組織形態が市部ほど浸透しておらず、代わって農業協
同組合などの協同組合が一定の役割を果たしていること
が示唆された。

また、取り組んでいる事業分野で見ると、市部では、「ま
ちづくり事業」の回答率がもっとも高く、次いで「情報
広告事業」、「福祉事業」、「人や組織への中間支援事業」
が並んでおり、いずれも 40%前後であった。一方、町
村部は「まちづくり事業」の回答率がもっとも高く、次
いで「産業振興事業」が続き、いずれも 50%を超えて
いた。この点について、さらに、収益をあげている事業
分野に絞ってみると、市部は福祉事業の回答率がもっと
も高く 20%を超えているが、回答率は分散傾向にあっ
た。一方、町村部は「産業振興事業」の回答率が 50%
近くを占め、突出して高かった。町村部は、産業振興に
対する経済需要がたいへん高いとみられる。この結果は
まさに農村活性型社会的企業が町村部の社会的企業の典
型的な事業形態であることを示唆するものであると言え
る。このことは事業開始のきっかけについての回答から
も明らかである。市部では、行政サービスでは捕捉でき
ない生活環境の改善に対する問題意識が強かったのに対
し、町村部は、「地域経済の活性化」の回答率が突出し
て高く（60%以上）、地域経済の振興に対する問題意識
が強いことが見てとれた。
取組の成果についても特徴が見られる。市部・町村部
ともに、「新たな雇用の機会が生まれた」、「地域に対す
る問題意識が深まった」、「地域活動に取り組む姿勢が強
まった」の回答率は一致して高かった。しかし、市部で
は、「互いに知りあう機会が増えた」、「親睦・交流する
機会が増えた」の回答率が町村部に比べ高かった。町村
部に比べ近隣関係の希薄な市部で地域住民の交流の促進
が評価されていると同報告書では結論づけている。他方、
町村部は、「身近な地域で消費活動を行う傾向が強まっ
た」の回答率が市部に比べ高かった。
同報告書ではこれらの調査結果を受け、最終的に町村
部のコミュニティビジネスの特徴を次のように著してい
る。「町村部では、地域経済の活性化を目的に、地場産
品の加工販売、農村生活体験などの産業振興事業やエコ
ツーリズムなどの観光振興事業など、地域資源を生かし
た地産地消や都市・農村交流を収益分野に挙げるコミュ
ニティビジネス実践団体が多く、産業系の分野がコミュ
ニティビジネスの主要なマーケットを形成している」（同
報告書 52 ページ）。こうした特徴が日本の農村活性型社
会的企業の姿であると言える。
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3.　調査方法

本研究は 3団体のケーススタディより、農村活性型社
会的企業の起業におけるソーシャルキャピタルの役割に
ついて分析する。その事例は、いろどり（徳島県）、夢
未来くんま（静岡県）、霧多布湿原トラスト（北海道）
である。これらは成功事例として扱われることも多く、
すでに定評のある団体ばかりである。このため、その起
業段階については、記述された資料や研究論文も数多い。
これらの資料を用いながら二次分析という形で、「起業
段階において農村地域のソーシャルキャピタルを読み取
れるエピソード」を抽出し、それが起業にどのような影
響を与えたか。正の影響か。負の影響か。その後、その
影響はどのような結末となったかについて分析する。こ
のような方法をとるのは、第一に、信頼性の高いデータ
となることが期待されるからである。また第二に、倫理
的な問題からも本方法が望ましいと言える。ソーシャル
キャピタルのダークサイドについては、当事者にとって
積極的に外部に伝えることは望まないものである。その
ため、すでに公表された資料を用いることで、使用が許
可された情報として扱うことができる。

Ⅲ．調査結果

1.　いろどり１）

（1）概要
四国山脈の山あいに位置する上勝町は、人口は 1,997
名 854 世帯（2009 年 9 月 1 日現在）、高齢者比率が
49.5%という、過疎化と高齢化が進む町である。町内を
流れる川の流域のわずかな平地を除き大部分が山地であ
り、斜面には棚田も見られる山村地域である。木材とみ
かんが長く主要な産業であったが、木材は輸入材との競
合で低迷を続け、みかんも輸入自由化と 1981 年の異常
寒波で壊滅的な打撃を受け、地域の産業自体の再生が大
きな課題となった。 80 年代に上勝町の農業の新展開が
模索されるなか、当時、農業協同組合の営農指導員をし
ていたのが横石知二氏（現・いろどり代表取締役）であっ
た。彼は、商品納入の途中で立ち寄った料亭で、「いろ
どり」「つまもの」と呼ばれる日本料理に添えられる紅
葉などが、町内の野山に豊富にあることに気づく。しか
し横石氏が「いろどり」の生産・出荷を提案した当初、
地元農家は庭や裏山の草木が商品になることに懐疑的で
あった。1986 年から上勝町農協に彩部会が結成され、

地道な市場情報収集、生産指導を続けた結果、売上は初
年度である 1986 年度の 100 万円から、90 年度には約 5
千万円、94 年度には 1 億円を超えるまでに急成長し、
99 年からは町などが出資し新たに設立された「株式会
社いろどり」に事業が移管され、いまでは約 200 人の高
齢者が生産に携わり、売上も年間 2億 5千万円に達して
いる。現在では「つまもの」市場で全国シェアの 8割程
度を占めるまでとなっている。

（2）いろどりにおけるソーシャルキャピタルの活用と制約
「いろどり」の起業と事業発展において、農村ソーシャ
ルキャピタルはどのように機能していたのだろうか。
「いろどり」事業が開始される前の上勝町の様子は、
横石氏による赴任当時の印象描写が象徴的である。「…
上勝に来てからまず一番に驚いたのは、山や田畑で働く
60 代から 70 代ぐらいの男衆の何人かが、朝っぱらから
一升瓶を提げて農協や役場に集まり、酒を吞んで、くだ
を巻いていることだった」（横石 , 2007: 22）。「…仕事は
ない、カネはない、でも、ひまはある女性たちは、嫁や
誰かの悪口をずっと、大げさでなく朝から晩まで話して
いた」（横石 , 2007: 24）。当時、農林業の衰退と人口流
出により、町の雰囲気が悪化していたことが伺われる。
そして横石氏がまちづくりについて提案を試みたとき、
町の人達は大変憤り、「お前は、よそから来たんでないか」
などと言われてしまう。土地のしがらみの強さから新た
な提案が受け入れがたい風土や、「よそ者」に対する拒
絶感が存在していたことを述べている（同上）。さらに
横石氏が農業指導で村の人達から信頼を得始め、「いろ
どり」事業の提案をしたときでさえも、当初は 4名の女
性しか賛同してもらえなかった。しかしこれは、山村の
保守性のみならず、事業の新奇性も大いに影響していた
と考えるべきだろう。
しかし横石氏の徹底した市場調査や、4名の女性の懸
命な商品改良の努力もあって、一年半後には 44 軒に生
産農家は増える。その後、事業は軌道に乗るが、横石氏
の突然の辞職によって、売上げは一転、低調となる。こ
のときに退職撤回を求める嘆願書を書き、一晩で生産農
家 177 人全員の署名を集めたのは、事業開始時の 4人の
女性のうちの一人であった。このことが「いろどり」の
株式会社化につながり、横石氏は代表取締役に就任する
ことになるのである。
また、いろどりの成功要因のひとつとして、当初は
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FAX網、後に高齢者用のパソコン通信網を整備し、市
場情報の提供、受発注の対応を行えるようにした「情報
化戦略」があげられる。このことについて横石氏は、「田
舎ではみんなで力を合わせて組織的にやった方がうまく
いくと考えがちですが反対です。田舎の人ほど負けん気
が強く、プライドが高い」と述べる（野中・勝見 , 2010: 
231）。こうした農家の競争意識を情報網の整備によって
促すことができ、よい方向に事業が循環している。
いろどりの事例からは、農村ソーシャルキャピタルの
ネガティブな側面が、農村活性化社会的企業の設立と発
展に影響していることが見てとれる。また、最後の「競
争意識」のエピソードは、諸刃の剣であるボンディング
型のソーシャルキャピタルを、ビジネス成功にどのよう
に活かすべきかを示唆するものであろう。

2．NPO夢未来くんま２）

（1）概要
静岡県浜松市天竜区熊地区では、林業の衰退などに
よって 1960 年代から過疎化が進み、1985 年には人口が
1,178 人にまで減少していた。その頃、過疎化に対する
危機感が地域全体で共有され、1982 年に住民、行政職
員などによって熊地区の活性化について話し合う「明日
の熊を語る会」が開催された。それ以前の 1976 年より、
熊地区の婦人会の生活改善グループでは、地域の食文化
を冊子にまとめ伝承したり、実際に調理も行っていた。
そこで、その女性達は、「明日の熊を語る会」で加工・
販売施設の設置を提案した。それまでにもくり返し役場
に陳情を行うことで、味噌の加工を行う公的施設が作ら
れていたが、そこで作られたものは販売が許されていな
かった。そのため、提案を受ける形で、1986 年に市か
ら農産品加工・販売施設などの整備を行う「ふるさと活
性化事業」が提案され、同事業の受け皿として同年 10
月に「熊地区活性化推進協議会」が地区の 306 全戸の加
入で組織された。1987 年、農産加工の活動を続けてき
た 31 名の女性たちが集まり、農産物の加工を行うグルー
プ「くんま水車の里」を立ち上げ、商品開発、運営資金
調達と広報活動を展開した。その翌年には、農産物加工・
販売施設「村おこしくんま水車の里」が完成。その中に、
農産物販売とそばを中心とした食事処「かあさんの店」
が開店した。2000 年、熊地区活性化推進協議会、くん
ま水車の里、かあさんの店の 3組織を統合し、NPO法
人「夢未来くんま」が設立された。なお「くんま」とは

熊地区（熊）を地元の方言で呼んだ時の発音である。
現在では地場産品の開発・育成・販売の他、農村と都
市との交流や、観光の推進、福祉事業（高齢者に給食サー
ビスを提供。いきがいハウス「どっこいしょ」での高齢
者福祉の実施）、自然環境保護などに力を入れている。
2006 年度の収入は決算ベースで 7,350 万円であり、うち、
7,150 万円が「水車部」（かあさんの店、水車の里）の収
入である。現在、熊地区は人口が 900 人足らずであり、
人口も売上も伸びているわけではない。しかし、熊地域
では高齢者が非常に多いが、寝たきりが少なく、みな元
気である。また、地域のことを誇りに思う人が増えてお
り、目に見えない部分で成果が上がっていると取り組ん
でいる人達は考えている。

（2）  夢未来くんまにおけるソーシャルキャピタルの活用
と制約
本事例において、村のソーシャルキャピタルが農村活
性化社会的企業設立の原動力となったことは間違いな
い。夢未来くんまの設立と発展に中心的に寄与したのは、
地区の女性達であった。早くから生活改善運動を通じて、
53 人の女性達によって生活改善グループが組織され、
地域活性化についての取組が行われてきたことがくんま
の設立の源流であった。この生活改善グループは婦人会
（女性会）が母体となっており、農村のアソシエーショ
ンである。また、その取組は公民館を拠点としており、
社会教育活動でもあった。また、加工施設建設の資金確
保の際にも、強力な支援を「ムラのつながり」を通じて
受けている。計画では事業費が 1億 6 千万円で、4,200 
万円の自己負担が必要とされた。女性たちではそれを負
担することはできなかったが、地区が、地区財産区会計
から資金を捻出し、女性たちを支援したのである。
しかし、本事例ではソーシャルキャピタルのダークサ
イドも見られた。水車の里への参加者は、男性 1名を含
む、31 名で、生活改善グループの全員が参加したわけ
ではなかった。事業規模の大きさに、本人や家族が参加
をためらったのである。「おっかさら（母さん達）に何
かできるか」という声や、素人だけでの商売に、数ヶ月
で音をあげるだろうという陰口もあったらしい。当時、
地域では、女性が外で働くことについて、あまり好まし
いこととはされていなかった。しかしこうした外部の声
がかえってメンバーの結束を強くしたようである。
マスコミが大々的に取り上げたこともあって、売上げ
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は開始当初から伸び、1990 年には水車の里で 1200 万円、
おかあさんの店で 800 万円の定期預金ができるまでに
なった。しかしこれは、働いていた女性達の給料を切り
詰めていた結果である。女性達は初めて自分で収入を得
ることができたので満足感を持っていたが、給料がきち
んと支払われないことに対して、家族からは疑問の声が
あがるようになった。また、一部の村民からは「自分た
ちだけがもうかっているのではないか」というねたみに
近い声も出ていた。同じ頃、税務調査が入ることにより
追徴課税がなされたこともあり、運営をガラス張りにし
よう、ということとなった。 給料の額を世間並みに上
げて、出資金を返還し、そして新たに「母さんの家運営
委員会」を発足し、「地区の全戸の会社」という位置づ
けにした。その上で、取り組みの母体である「水車の里」
の運営は 31 人の出資で別経営にした。 また熊地区活性
化協議会に施設利用料を納めることにした。
こうして、女性達の結束によって困難な状況を乗り越
え、組織は発展してきた。しかし、その結束の強さゆえ
に、新たなメンバーが入ってこないという状況にも陥っ
た。賃金の低さから若い女性にとって雇用先としての魅
力も低く、活動の意義の理解も拡がっていなかったので
ある。こうした背景もあり、1995 年から、組織の一本
化と法人化について、「熊地区活性化推進協議会」の役
員と「水車の里」役員、そして行政職員によって議論が
始まった。女性グループのリーダー的存在の一人である
大平氏が、静岡県主催の講座に参加し、そこで講師から
NPO法人という組織形態が新たに認められるように
なったことを教えられた。その後、静岡県の担当職員を
熊地区に招いて講演会を開催するなどし、NPO 法人格
取得の検討が具体的に始まる。このとき、静岡県の担当
職員が地域の男性達を説得したことが、法人化決定に大
きく影響した。女性では難しい地域の意思決定を、外部
のソーシャルキャピタルの活用によって乗り越えたとい
える。その後講演会と勉強会を重ね、1998 年 11 月に 

NPO 法人を設立することを決め、認証手続きの準備に
取りかかっている。

3．霧多布湿原トラスト３）

（1）概要
霧多布湿原は北海道の東部、釧路と根室のほぼ中間の
太平洋岸にあり、「花の湿原」と呼ばれるほど花の種類
が多く密度も高い、3168 ヘクタールに及ぶ国内で 3番

目の規模の湿原である。湿原の中心部は国の天然記念物
の指定を受けていたが、1993 年にはラムサール条約に
登録されるなど、国際的にも重要な湿地として価値が認
められてきている。町の 7.4%が霧多布湿原となってい
る浜中町は、人口約 6,800 人の小さな町である。コンブ
漁などの漁業と、農業が中心の町で、第 1次産業就業者
が 52%にも及ぶ。またその一方で湿原を中心とした観
光入り込み客数も年間 34 万人にものぼっている。
しかし、その保全と観光が盛んになったのは、古い話
ではない。1986 年、地元の有志を発起人として、美し
い花の湿原を後世に残すことを目的に「霧多布湿原ファ
ンクラブ」が発足したのがその契機である。当時、天然
記念物であった中心部以外の周辺部は私有地であり、民
家も多く建っていた。湿地とその生態系の絶滅に危惧を
抱いた人びとは、ナショナルトラストの手法を用いて保
全を可能にしようと考えた。ナショナルトラスト運動と
は自然環境等を開発による環境破壊から守るため、市民
活動等によって買い上げたり、それを自治体に買い取り
と保全を求めたりする活動の総称であり、イギリスが発
祥とされる。2000 年には NPO法人である「霧多布湿原
トラスト」が設立され、活動が受け継がれた。現在、同
団体では、民有地の買い上げや、湿原観察のための木道
などの整備、自然を大切にする教育・啓蒙などの活動を
行っている。さらに、エコツアーも行い、その観光収入
を保全活動に役立てている。それに先立つ 1993 年、霧
多布湿原を見下ろす高台に霧多布湿原センターが建てら
れた。これは自然公園などにあるビジターセンターとし
ての役割をもたせたものである。様々な展示物の他、展
望ホール、コーヒーショップ等がある。2005 年 4 月か
らは、霧多布湿原トラストが指定管理者としてこのセン
ターを運営している。

（2）  霧多布湿原トラストにおけるソーシャルキャピタル
の活用と制約
霧多布湿原トラスト発足の契機となったのは、外部か
らの定住者が 1982 年に町内で喫茶店を始めたことで
あった。店主の伊東氏は、住民が「何も無い所」だと思っ
ていた浜中町の自然にひかれ、この地に移住し店を開い
たのだった。1984 年、喫茶店での伊東氏と常連客のつ
きあいから発展し、若者達が中心となって、「霧多布湿
原にほれた会」が結成された。「ほれた会」では、湿原
でお花見、バーベキュー、キャンプなど、様々なイベン
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トが企画・実施された。こうした姿勢は、後の霧多布湿
原トラストのエコツアーへと発展することになる。「ほ
れた会」は、月に一度、会報を発行し、町内 2500 世帯
に新聞折り込みで配布された。この発行費用には、伊東
氏の元の勤め先の企業が提供した広告掲載料が大きく役
だった。これは伊東氏のソーシャルキャピタルであろう。
1986 年、伊東氏が事務局となり、「霧多布湿原ファン
クラブ」が発足した。この組織は湿原の保護を目的とし
ており、ここで初めてトラスト運動が意識された。ファ
ンクラブは資金がなかったので、霧多布湿原周辺の土地
を購入ではなく借り上げで行うことにした。その際、ファ
ンクラブが信頼を得るひとつの要素は、会の代表を地域
住民からも信頼の厚い医師がしていたことである。伊東
氏をはじめとして「よそ者」「若者」が多く、地域では
信頼される組織ではなかったので、その医師のソーシャ
ルキャピタルは大きな役割を持ったと考える。その結果、
借り上げが進むことになった。
1993 年に町がビジターセンター（霧多布湿原セン
ター）を設置する際にも、ファンクラブは大きな役割を
果たした。センターの設置が検討された町の会議には、
ファンクラブのメンバーが多数入り、議論をリードした
のである。
このように見ていくと、霧多布湿原トラストの誕生と
発展には、農村のソーシャルキャピタルというよりも、

企業や個人の外部とのつながりや、資源（行政など）と
のつながりが大きいことが示唆される。実際、霧多布湿
原トラストの個人会員 2,705 人のうち 94.9%（2,568 人）、
法人会員 172 団体のうち 79.1%（136 団体）が地域外の
会員であり、地域外会員が大半を占めている。あるいは
地域の内部者でありながら「よそ者」「若者」であって、
ソーシャルキャピタルが活用できなかった場面もあっ
た。そのため権威者である医者の方が組織の代表となり、
信頼を獲得することとなった。外部者の視点が、地域在
住者を刺激した側面もある。NPO法人の理事長の三膳
氏は、「ここで生活し、毎日この自然を見ていたが、い
い所と思ったことはなく、立ち止まってゆっくり時間を
過すなんて考えられなかった。」「『自然を見て感動し、
涙しました』などの電話を受けているうちに、地元を見
る私の目が変わった。」と述べている４）。

4．結論：農村ソーシャルキャピタルの可能性と制約
3 団体の事例分析の結果、農村活性型社会的企業の起
業時、農村社会のソーシャルキャピタルは多くの場合、
その組織の誕生の促進材料としてだけでなく、障害にも
なっていた。
表１は、先行研究から抽出したソーシャルキャピタル
の負の側面（５類型）について、分析した３事例ではど
のようにそれらが観察されたのかを示したものである。

表 1：事例にみるソーシャルキャピタルの制約
いろどり 夢未来くんま 霧多布湿原トラスト

外部者の排除
（Portes & Landolt ,1996)

「お前は、よそから来た
んでないか」…当初は 4
名の女性しか賛同得られ
ず。

「よそ者」「若者」中心→権威者であ
る医者が代表となり、信頼を獲得。

個人の自由の制限
（Portes & Landolt, 1996）

女性が外で働くことにつ
いての制限。

集団成員の過度の要求
（Portes & Landolt, 1996）

賃金の低さから新たなメ
ンバーが入らず。

規範水準の押し下げ
（Portes & Landolt, 1996）

当初、商品の質が一定せ
ず。→消費者の声に接し、
改善。

（「いい所と思ったことはなく、立ち
止まってゆっくり時間を過すなんて
考えられなかった。」 →開発がなし崩
しに。）

コミュニティ内の資源の
不均等性
（P u t z e l ,  1 9 9 7 ;  L i n ,  

2001=2008）

「おっかさら（母さん達）
に何かできるか」。→女
性達だけで結束。

※筆者作成。
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これらは、既存資料の二次分析であるために、事実を全
て見落とすことなく扱えたわけではない。しかしながら、
そうした分析であるにも関わらず、農村のソーシャル
キャピタルの多様な負の側面が、農村活性型社会的企業
の起業に制約を与えていることが明らかとなった。
これはひとつには、農村社会のソーシャルキャピタル
が、極めて強固なボンディング型のものであり、起業に
おいて役立つされるブリッジング型のものではないため
であると想定できる。また、高齢者や女性といった農村
活性型社会的企業において組織運営の当事者となる人び
とは、労働市場から排除されており、また農村社会にお
いても権力を持たない人びとである。適切に起業資源を
調達できる起業家が存在しなければ起業は困難である。
しかし起業家自身がブリッジング型のソーシャルキャピ
タルを持ち起業資源を動員可能な人物であっても、そう
した人物は農村社会の「外部者」であることが多く、今
度は農村社会のボンディング型ソーシャルキャピタルに
阻まれ、組織運営の当事者達の自発的な参加を促すこと
が難しい。このようにソーシャルキャピタルは起業の助
けとなるだけではなく、制約ともなり得る。
行政等の支援機関においては、このようなソーシャル
キャピタルの両面性に配慮しつつ、農村活性型社会的企
業の起業と発展を支援する必要があると考える。また、
本研究では、どのようにすればソーシャルキャピタルの
負の側面を克服することが出来るかについて、分析考察
が充分に出来なかった。実践上はもっとも重大な課題で
あるだけに、今後の更なる研究が求められる。

注
１）いろどりの事例記述については、明確に引用箇所の指定を
している部分を除き、次の資料を参考に行っている。横石
（2007）、野中・勝見（2010）、いろどりホームページ（http://

www.irodori.co.jp/own/index.asp　2011 年 10 月 9 日閲覧。）
２）以下の夢未来くんまに関する記述および分析は以下の資料
に依拠している。季刊まちづくり編集部（2004）、村山（2009）、
大平（2008）、『まち　むら』95 号（2006）、政策統括官共生
社会政策担当（2005）、道の駅くんま水車の里ホームページ
（http://kunma.jp/suisha/）（2011 年 10 月 17 日閲覧）。
３）以下の霧多布湿原トラストに関する記述および分析は以下
の資料に依拠している。小島・平本・樽見・後藤（2008）、
松本（2003）、敷田・内田・森重（2009）、霧多布湿原トラス
トホームページ（http://www.kiritappu.or.jp/）（2011 年 10 月
17 日閲覧）。
４）http://www.npohokkaido.jp/volunavi/modules/monthly/index.

php?content_id=170 （2011 月 10 月 21 日閲覧。）
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